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１ 県立学校施設の長寿命化計画の背景・目的等 

⑴ 背景 

本県の県立学校施設については，昭和 40年代から 50年代における幼児児童生徒

の急増に伴い建築された建物が約７割を占めており，全体的に老朽化が進んでいま

す。 

一方で，本県の人口は平成 12 年の 299 万人を頂点として減少を続けていること

に加え，今後，少子高齢化により人口の年齢構成が大きく変化し，税収入の減少や

社会保障関係費などの義務的経費の増加などが見込まれ，将来的には厳しい財政状

況が予想されます。 

このため，限られた財源で，県立学校施設の適切な維持管理を行い，児童生徒の

安全性を確保しつつ，多様化する教育ニーズに適切に対応するためには，中長期的

な視点に立ち，現状を把握し，総合的かつ計画的に修繕・更新等を実施していくこ

とが課題となっています。 

 

⑵ 目的 

こうした状況を踏まえたうえで，県立学校施設の老朽化対策や教育環境の質的改

善に取り組み，今まで行ってきた事後保全による改修だけではなく，予防保全によ

る長寿命化の工事を進め，ライフサイクルコストの削減，財政負担の平準化を図る

ため，「茨城県立学校施設の長寿命化計画（以下「本計画」という。）」を策定しま

す。 

 

⑶ 計画の位置づけ 

本計画は，「茨城県公共施設等総合管理計画（平成 27年 3月／茨城県）（以下「県

総合管理計画」という。）」に基づく県立学校施設の個別施設計画として位置づける

ものです。 
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⑷ 計画期間  

本計画は，「県総合管理計画」の計画期間に合わせ，令和 16 年度までの 16 年間

を計画期間として設定します。 

なお，本県の今後の人口見通しや県立高等学校改革プラン等各種計画を踏まえ，

別に定める実施計画において適宜見直しを行うこととします。 

また，本計画では，設定する期間を「県総合管理計画」に合わせる一方で，今後

の維持・更新コストは，令和元年度から令和 30年度までの 30年間とより長期を見

据えて試算することで，長期的なライフサイクルコストの縮減，財政負担の平準化

を図ります。 

 

２ 県立学校施設の実態 

⑴ 対象となる建築物 

  本計画では，県立高等学校，中等教育学校及び特別支援学校を対象とし，「茨城

県県有建築物長寿命化実施基準（平成 29 年 4 月／茨城県）（以下，「県実施基準」

という。）」に基づき，原則として延床面積が 500㎡以上（特別支援学校については

200㎡以上）の施設を対象とします。 

なお，各学校の実態に合わせ使用が見込まれなくなる「統合対象校」等の施設，

授業に直接関係のない「合宿所，交流館，セミナーハウス」等の施設や集約が可能

な「第二体育館」，保存建物（文化財）等は対象外とします。 

 

参考：県実施基準に基づく計画棟数 

校種 校数 対象棟数 延床面積 

高等学校（分校は外数，附属中学校は内数。） 93校 460棟 1,023,067㎡ 

中等教育学校 2校 9棟 22,827㎡ 

特別支援学校 23校 130棟 162,615㎡ 

計 118校 599棟 1,208,509㎡ 

   ※高校は延床面積が 500㎡以上の建物，特別支援学校は 200㎡以上の建物が対象 

 

⑵ 建築年度別床面積の状況 

対象となる棟の延床面積を建築年度別に区分すると，築 30 年以上となる面積が

全体の約 75％ (906,330㎡)を占め，老朽化が進んでいます。 

本来の機能回復を図るためには，長寿命化に向けた対応を検討する必要がありま

す。 
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⑶ 児童生徒数の推移  

ア 高等学校等 

令和元年５月１日現在，高等学校及び中等教育学校（附属中学校を含む）の

生徒数は 57,947人，学級数は 1,576学級です。 

生徒数・学級数のピークは平成２年度の 108,316 人，2,392 学級で，現在で

はそれぞれピーク時の約 53％，約 66％まで減少しています。 

 

 

 

 

 

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

S33 S35 S37 S39 S41 S43 S45 S47 S49 S51 S53 S55 S57 S59 S61 S63

特別支援学校

中等教育学校

高等学校

築49～40年
417,630㎡(35%)

築50年以上
86,438㎡(7%)

旧耐震基準(昭和56年度以前)

661,073㎡(55%)

築39～30年
402,262㎡(33%)

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

H2 H4 H6 H8 H10 H12 H14 H16 H18 H20 H22 H24 H26 H28 H30

築10年未満
46,078㎡(4%)

築19～10年
93,673㎡(8%)

築29～20年
162,428㎡(13%)

新耐震基準(昭和57年度以降)

547,436㎡(45%)



- 4 - 

H2

2,392学級
R1

1,576学級

H2

108,316人 R1

57,947人

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

S43 S48 S53 S58 S63 H5 H10 H15 H20 H25 H30

学級数

生徒数

H10

600学級

R1

999学級

H10

2,293人

R1

3,963人

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

4,500

S43 S48 S53 S58 S63 H5 H10 H15 H20 H25 H30

学級数

幼児児童生徒数

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 特別支援学校 

令和元年 5月 1日現在，特別支援学校の幼児児童生徒数は 3,963人，学級数

は 999学級です。 

幼児児童生徒数，学級数とも増加傾向にあり，20 年前の平成 10 年度の幼児

児童生徒数は 2,293 人で約 173％，学級数は 600 学級で約 167％と，それぞれ

増加しています。 
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⑷ 今後の県内人口及び中学校卒業者数の見通し 

国立社会保障・人口問題研究所の推計によると，本県の人口は，平成 22 年の約

297万人をピークに，30年後の令和 22年には約 238万人まで減少すると予想され，

ピーク時と比較すると約 59万人減少（増減率▲20%）する見込みです。 

特に，15歳から 19歳までの人口は約 14万人から約 9万人に減少（同▲36％）し，

さらに中学校卒業者数で見ますと，平成 30年度の 27,455人に対して，10年後の令

和 10年度は 23,512人（3,943人減）まで減少すると見込まれます。 

そのため，時代に合った県立学校施設の整備の在り方について検討する必要があ

ります。 
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⑸ 県立学校の配置状況  
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３ 県立学校施設の目指すべき姿 

  いばらき教育プラン（平成 28年策定）において，「誰もが安心して学べる教育環境

づくり」を基本方針として掲げています。 

主な取り組みの考え方は，次のとおりです。 

 

⑴ 安全・安心で快適な教育環境の整備 

県立学校施設は，幼児児童生徒が１日の大半を過ごす学習・生活の場であること

から，安全・安心で快適な施設環境を確保することが必要です。 

また，災害発生時には地域住民の緊急避難場所としての役割も果たすことから，

その備えとして防災機能の強化も併せて求められています。 

耐震化や吊り天井など非構造部材の耐震対策は全ての県立学校において完了し

ていますが，経年劣化による部材の落下防止対策，ガス・水道・電気等のライフラ

インの修繕・更新，トイレ等の衛生設備の改修，ユニバーサルデザインの導入等が

課題となっています。 

 

⑵ 時代の進展に対応した魅力ある学校づくり 

質の高い教育活動を推進するためには，教育内容や指導方法の進展や多様化する

学習ニーズに対応した教育環境の整備が重要です。 

特に，近年は学校ＩＣＴに代表されるように，急速に進展する情報化への速やか

な対応や専門性の高い施設設備の導入など，幼児児童生徒の学びが伸長するような

学校施設の質的向上が求められています。 
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４ 県立学校施設整備の基本的な方針等 

⑴ 規模・配置計画等の方針 

本県の幼児児童生徒数は，前述の２（３）で触れたように，高等学校等では減少

傾向にある一方で，特別支援学校では増加傾向にあります。また，この傾向は，県

内でも地域差が見受けられます。 

このような状況や社会環境の変化を踏まえて策定される「県立高等学校改革プラ

ン」及び「県立特別支援学校教育環境整備計画」などの計画に基づき，学校施設の

適正規模・適正配置を図ってまいります。 

 

⑵ 維持管理等の基本的な方針 

① 点検・診断・情報の蓄積 

県立学校施設は，学校施設の安全性を確認・確保するため，学校の教職員自ら

が実施する日常的な点検に加えて，建築基準法に基づき３年に１回の頻度で実施

する 12条点検やその他法令に基づいた法定点検（以下「点検」という。）を実施

し，定期的に劣化状況の把握を行っております。 

いばらき教育プラン（平成28年度～令和2年度） 抜粋 

【基本方針４】 誰もが安心して学べる教育環境づくり 

第１項 学校の適正規模・適正配置の推進，魅力ある学校づくりの推進 

第２節 高校教育改革の推進 

＜今後の方向性＞ 

○ 高等学校における質の高い教育活動を推進するため，教育内容や指導方法の改善を図りな 

がら，時代の進展や生徒，保護者のニーズに対応した学科等の改編や一人一人の個性を活か 

すことのできる幅広い選択肢と柔軟なシステムを備えた教育環境の整備を行うとともに，学 

校の改編をさらに進めるなど，これまでの成果を検証しながら，引き続き活力と魅力ある学 

校づくりを推進します。 

第３項 安全・安心な学校施設づくり，ＩＣＴ教育など社会の変化に対応した教育環境づくり 

第１節 学校施設整備の推進 

＜今後の方向性＞ 

○ 学校施設の多くは，昭和 40～50 年代に整備され，老朽化が進んでいることから，総合的

かつ計画的な修繕・更新により施設の長寿命化に取り組むことで，効果的，効率的に学校施

設の安全確保と機能向上を図っていきます。 

○ 社会の変化や児童生徒の能力・適性等の多様化に対応し，児童生徒の学習ニーズに答えて

いくための施設・設備の一層の充実を図ります。 

第５項 自立と社会参加に向けた特別支援教育の推進 

第５節 特別支援学校の教育環境整備の推進 

＜今後の方向性＞ 

○ 県立特別支援学校の児童生徒の，障害の重度・重複化に対応した施設設備の整備を推進す

ることで，児童生徒の学習環境の向上を図ります。 
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さらに，建物の経年変化を考慮した，精度の高い調査に深化させるべく取組む

ことで，劣化状況をより的確に把握していきます。 

また，点検の結果に加えて，これまでの改修履歴や耐震診断結果を集積・整理

することにより，建物毎の現況をデータ化し，そのデータを学校と共有・活用す

ることで，適切かつ効率的な施設管理に努めます。 

② 修繕・改修等 

県立学校施設を長期かつ安全・安心に使用するためには，建物の劣化・破損等

の大規模な不具合が生じた後に修繕を行う「事後保全」だけではなく，損傷が軽

微な早期段階から計画的に機能・性能の保持・回復を図るために修繕を行う「予

防保全」を導入していくことが重要です。 

また，予防保全を適切に実施することで，突発的な事故や費用の発生を抑え，

安全性の確保だけではなく，改修費用の平準化や中長期的なトータルコストの低

減につながります。 

修繕・改修は，点検の結果，施設設備の現況，必要性や将来の見通しなどを含

めて総合的に検討し，より効果的・効率的な維持管理を実施していきます。 

③ 目標使用年数 

県実施基準に基づき，県立学校施設の目標使用年数を原則 80年とします。 

ただし，点検の結果，著しい建物構造の劣化が確認され，客観的な数値評価（技

術的・専門的な調査結果）の結果，目標使用年数までの使用が困難と判断される

場合は除きます。 

県立学校施設は，安全性を確保する観点から，築年数が目標使用年数を経過す

る時点で技術的・専門的な調査を行い，構造躯体の健全性，建物の安全性を評価

し，学校規模，将来見通しなどを踏まえ，改築を検討いたします。 

なお，その時点で安全性が確保できる建物については，必要に応じて目標使用

年数の見直しを行います。 

④ 改修周期の設定及び優先順位 

「茨城県有建築物長期保全計画作成マニュアル」に基づき，改修周期を概ね 20

年とし，築 20年・60 年の時点で改修，築 40年の時点で大規模改修を行うことを

基本とします。 

改修の優先順位は，原則，築年数の古いものから順に実施します。 

建物の部位・部材ごとに「目標更新周期」及び「個別周期」を設け，劣化状況

に基づき更新時期の前倒し，延期，集約化や効率化などの検討を重ねながら，実

施時期の平準化に努めます。 

ただし，老朽化が著しく早期改修が必要な場合や財政状況により実施時期の調

整が必要な場合は，劣化状況や点検結果を考慮し，総合的に判断します。 
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＜主な更新項目・目標更新周期の目安＞ 

 

区分 

 

項目 

 

更新周期 

(年) 

実施時期 

20年目 

(大規模改修) 

40年目 

(長寿命化改修) 

60年目 

(大規模改修) 

建  築 屋上防水 

金属屋根改修 

外壁塗装・外壁改修 

内装材(壁・床・建具等) 

20 

20 

20 

40 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

 

電気設備 受変電設備 

制御盤，分電盤 

照明設備 

自火報，非常放送，通信 

ＥＶ更新 

20 

40 

20 

20 

30 

○ 

 

○ 

○ 

 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

 

○ 

○ 

 

機械設備 給水設備(受水槽含む) 

排水設備(浄化槽含む) 

空調設備 

衛生器具 

ポンプ類(給水管以外) 

40 

40 

20 

40 

20 

 

 

○ 

 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

 

 

○ 

 

○ 

  ※個別の劣化状況を踏まえ，実施範囲を判断。 

   

⑶ 基本的な方針を踏まえた施設整備の水準等 

① 構造躯体の健全性を確保 

建築基準法に基づく現行の耐震基準は，昭和 56年に導入されました。 

本県では，それ以前の旧耐震基準で建築された学校施設について，耐震診断に

基づく耐震補強工事を進め，平成 27年度末までに耐震化が完了しました。 

耐震診断では，建物の耐震性能の診断と合わせて，コンクリートの圧縮強度や

中性化深度等の調査も実施しており，その結果，概ね構造躯体の健全性が確保さ

れていることから，今後は，長期間使用できるよう，劣化の要因となる経過年数

や劣化状況を踏まえ，建物の健全性が確保できているかを把握し，必要な対策を

講じます。 

② 構造躯体以外の劣化状況を評価 

同築年数の場合や優先度を考慮する必要がある場合は，直近の点検結果，学校 

が実施する日常点検や建物毎の現況データを総合的に判断し，個別に劣化状況を

評価します。 
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○ 劣化状況の評価方法 

劣化状況は目視及び直近の点検結果により，以下の判断基準に照らし，Ａ～

Ｄの４段階で評価します。 

また，内部仕上げ及び設備の劣化度については，目視だけでは判断できない

ため，全面的な改修年からの経過年数や直近の点検結果を考慮し評価します。 

 

≪建築の目視による評価指標≫ 

  

躯体の評価基準 

評価 基  準 

Ａ 概ね良好 

Ｂ 局所，部分的に劣化（安全上，機能上，問題なし） 

Ｃ 随所，広範囲に劣化（安全上，機能上，低下の兆し） 

Ｄ 早急に対応する必要がある（安全上，機能上，問題あり） 

 

≪内部仕上げ及び設備の耐用年数に対する超過年数からの評価指標≫ 

 

内部仕上げ及び設備評価基準 

評価 基  準 

Ａ ２０年未満 

Ｂ ２０～４０年未満 

Ｃ ４０年以上 

Ｄ ４０年以上を経過し，著しい劣化事象がある場合 

または経過年数に関わらず，著しい劣化事象がある場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高 

低 

高 

低 
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〈評価イメージ〉 

 

評

価 

 

 

項

目 

良好                                劣化                                     

 

 

A 概ね良好 

 

 

B 部分的に劣化 

（安全構造上，問題なし） 

 

C 広範囲に劣化 

（不具合の兆し） 

 

D 早急な対応が必要 

屋

上

・ 

屋

根 

 

 

 

 

 

 

 

防水シート劣化 

     

 

 

 

 

 

金属屋根劣化，錆発生 

 

  

防水シート破損，内部に雨水

侵入 

外

壁 

  

 

 

 

外壁劣化 

    

 

 

塗装面膨張，ひび割れ 

    

     

 

 

 

外壁落下，笠木・庇爆裂 

内

装 

電

気

設

備 

機

械

設

備 

等 

    

 

 

 

床面劣化 

   

 

 

 

 

内壁ひび割れ，表面剥離 

    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

     

内壁爆裂，管腐食，床損傷 

 

 

内部 

拡大 
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５ 県立学校施設の長寿命化計画のコスト見通し 

⑴ 投資的経費の推移 

平成 26 年度から 30 年度の県立学校施設に係る投資的経費は，約 85 億円から約

28億円の間で推移し，直近５年間の平均投資的経費は約 45億円／年となります。 

この期間は耐震補強工事（平成 26・27 年度）を重点的に実施したため，経費が

増加傾向にありました。 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑵ 今後の維持・更新コストの比較 

① 従来の手法によるライフサイクルコスト 

従来の修繕・改修を続けた場合，改築周期かつライフサイクルコストが把握で

きる期間の 40 年間を基に，今後のコストを試算すると約 8,665 億円（約 217 億

円／年）に上ります。 

これは，直近５年間の年平均投資的経費約 45 億円と比較すると約 4.8 倍に相

当します。 

  

「茨城県県有建築物長期保全計画作成マニュアル（平成 29年 12月／総務部管財課）」に基づく中長期保全計画書での試算 

（改築（建替）及び既存建物の解体撤去の周期を 40年とした場合） 
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② 長寿命化におけるライフサイクルコスト 

    「改築中心」から「改修」による長寿命化に切り替えるためには，計画的に機

能向上と機能回復に向けた修繕・改修を行うことが重要です。 

計画的な修繕・改修を進めることにより，従来の劣化部位毎の改修から建物単

位で複数の部位をまとめて改修することが可能となるため，中長期的にはライフ

サイクルコストの軽減にも繋がります。 

 

③ 長寿命化試算 

今後 30 年間に見込まれる維持・更新コストを試算すると，概算事業費で総額

約 1,690 億円（約 56億円／年）となります。 

これは，直近５年間の平均投資的経費の約 45億円と比較すると約 1.2倍に相 

当します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑶ 資産総量の適正化 

今後，幼児児童生徒の減少が見込まれることから，学校再編等の動向を踏まえ，

更なる維持・更新コスト縮減が必要となる場合は，その都度本計画を見直すなど，

施設の配置や規模・必要性を検証しながら資産総量の適正化に取り組みます。 

 

 

 

 

 

 

 

0
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長寿命化型

56億円/年

投資的経費

45億円/年

約1.2倍
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６ 県立学校施設の長寿命化実施計画の策定 

⑴ 実施計画 

本計画の方針に沿い，当面５年間を期間とする実施計画を策定します。 

なお，実施計画は，今後の人口見通し，本県の財政状況や県立高等学校改革プラ

ン等を踏まえ，必要に応じて見直しを行います。 

  

⑵ 選定順位等の考え方 

  ① 原則，建築年度が古い順に長寿命化に係る工事を計画します。 

  ② 点検結果，劣化状況等を踏まえ，緊急性が高いと判断される施設については，

実施時期の前倒しを検討します。 

  ③ 実施する棟数・地域・改修費が一定年度に集中しないよう平準化を図ります。 

  ④ 県立高等学校改革プラン等に基づき整備を行う場合は，施設の長寿命化との整

合性を図りながら整備を行います。 

  ⑤ 学校毎に建物の立地条件，規模，配置等が異なるため，施設環境の特性に配慮

し，効率的に進められる改修計画を検討します。 

 

⑶ 計画的な長寿命化に係る工事の実施 

   工事は，「施設を使用しながらの工事」とします。 

長寿命化に係る工事が広範囲となる場合は，幼児児童生徒の生活環境や動線確保

に配慮し，校舎内・隣接校舎への教室移動や複数ある校舎で改修時期を調整するな

ど，計画的かつ効率的な実施を検討・計画します。 

   長寿命化に係る工事は，以下の種別に基づき実施します。 

① 改修工事 

ア 予防保全工事 

予防保全部材及びこれに関連する部材等の改修工事 

イ 予防保全工事以外の工事 

ア以外の部材等の改修工事 

② 機能改善工事 

新たな社会的要求や教育環境の機能向上に必要な改修工事 

③ 大規模改修工事 

経過年数や将来的な利用状況を見据え，一体的に予防保全を行う改修工事及び

機能改善工事を同時期に行う工事 

④ 改築工事（校舎等建替（解体・仮設校舎含む）） 

    築 80年を経過した建物又は構造的な劣化が著しい建物の改築工事 

 

(4) 当面優先して実施する工事 

これまで積み残してきた工事を解消するため，当面の間は，築年数が 50 年以上

を経過する施設の長寿命化に係る工事及び築年数を問わず緊急性が高い改修工事

を優先して実施します。 
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なお，大規模改修工事については，令和２年度から対象となる施設の実施設計に

着手し，令和３年度からは，大規模化改修工事と翌年度改修予定施設の実施設計を

並行して進めます。 

 

７ 長寿命化計画の継続的運用方針 

⑴ 情報基盤の整備と活用 

建築基準法及びその他法令等に基づく定期点検の結果や改修履歴を建物毎に蓄

積するとともに，適切な更新に努め，これらの結果を有効に活用していきます。 

 

⑵ 推進体制の整備 

  県立学校施設の所管課である教育庁総務企画部財務課を中心に，本計画に基づい

た県立学校施設の整備を行うとともに，全庁的な組織体制である「茨城県公共施設

等総合管理計画推進委員会」の方針に歩調を合わせ，計画の進捗管理，フォローア

ップ，庁内調整等を行います。 

 

⑶ フォローアップ 

計画策定後もＰＤＣＡサイクルを構築することで，定期的に計画の進捗状況等に

ついてフォローアップを行うとともに，学校施設の実態把握・評価を継続的に行い，

より効果的な整備方法の導入や計画の見直しを検討します。 

 

＜PDCAサイクル＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【ＰＬＡＮ：計画】 
・計画及び基本方針等の策定 

＜改修計画の策定＞ 

【ＣＨＥＣＫ：評価】 
・改修成果の把握と評価 
＜効果的な整備や手法の検証＞ 

【計画の目的】 
・施設の長期的利用 
・資産総量の適正化 
・効率的な維持管理 
・計画の継続的運用 

【ＤＯ：実行】 
・実施設計委託の発注 
・改修等工事の発注 
＜適切な改修の実施＞ 

【ＡＣＴＩＯＮ：改善】 
・課題の抽出と整理 
・計画等の見直し 

＜計画への反映＞ 


